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                               （vol.４２２）２０２５年１０月                       

TEAM yoko-so 

                               “““eeexxxeeecccuuutttiiiooonnn２２２０００２２２８８８---７７７５５５＊＊＊８８８”””   

            私たちはお客様の“元気”をサポートします！ 

「「「   判判判断断断ののの先先先にににあああるるるもももののの．．．．．．．．．」」」   
もう 10 年近く前になりますが、代表を引退され複数の後継者役員の合議制として事業承継をされた東京の

大手会計事務所の創業者であるＴ先生とお話しする機会がありました。「俺だったら一分で決めることを何度

も何度も会議して一か月もかかって決める、その挙句俺の出す結論と真逆なことを決議するし、もうイライ

ラするから会議には出ないことにした」と嘆いていたのを思い出し思わず笑ってしまいます(失礼)。  
今自分が代表職(普通で言えば会長職)になってその気持ちがとってもよく解り身につまされます。創業者は

良くも悪くもワンマンで何事も「即決、前向き、外向き、アグレッシブ、パッション」で攻めるのが得意な

場合が多いのに対して、後継者はもちろん合議制になればますます「合議合意、後ろ向き、内向き、安定志

向、合理性重視」にならざるを得ません。ゼロからスタートした創業者は常に「覚悟と決断」を繰り返して

きましたが後継者は「正しさの選択」に向かわざるを得ないのです。 

●決断と判断の違い 
「決断」が未来の不確実な課題に対して自分の意思と価値観に基づいた方向性により「行動を決定」するも

のであるならば、「判断」は過去のデータや事実に基づいて客観的に評価し「正しさを決める」ことです。判

断が「選択」であるとすれば決断は「実行」であり未来への覚悟や主体的な意思を表すものです。 

「決断力」が判断力に加えて自身の経験や直感や価値観といった主観的な要素も加味して未来の方向性を自

らの意思で「決定し行動へ移す力」だとすると、「判断力」とは客観的な情報と理性に基づいて物事を「評価

する能力」であり正しい答えを導き出すものなのだと思います。 

判断力は「今」を評価する能力、決断力は「これから」を切り拓く力であり、判断が「行うべきこと」を

特定するのに対し、決断はそれに基づいて主体的に選択し責任を伴って行動するプロセスです。 

●AI には決断できない 
「判断」は理論的に導くものであるため客観的な納得感があります。私たちの仕事であるコンサルでも現状

分析や事実、データをもとに経営者に納得感のあるアドバイスをすることが多いと思います。また同じ条件・

情報が揃えばＡＩでも人間と同様にかなりの精度をもって正しい判断をすることができるかもしれません。 

これに対して「決断」は理論的な思考の先にあるものであって、合理性や効率性や納得感さえもどこかで

断ち切ることを決める「覚悟」を示したものだと思います。 

覚悟は未来を創る揺るぎない行動の源泉に他なりません。決断に沿って突き進みやり遂げ成果を生み出せ

るかどうか？決断が英断であったか否かは決断した後の行動そのものにかかっています。 

それこそが「真のマネジメント」の本質なのだと思います。 

●納得感かワクワク感か 
経営者の「判断」は論理的・合理的に分析をして結論を導き出す過程であり、「決断」はその判断を基にリ

スクを負いながらも最終的な意思決定を行い実行に移すプロセスです。「判断」止まりではコンサルタントの

アドバイスやＡＩの答えと変わりません。次の「決断」というステップが真の経営者の仕事なのです。 

私ども yoko-so の中期経営計画の発表後にアシスタントさんの一人から「なんだか山盛りのデータを前提に

したとっても納得する計画だけどワクワクやドキドキはゼロですね」という正直で強烈な指摘をいただきま

した。今、経営者の真の実行力が問われているのだと思います。 
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 今今月月ののワワンンポポイインントト！！          ((担担当当：：小小林林雅雅))    

◆◆◆   令令令和和和７７７年年年分分分   年年年末末末調調調整整整ののの変変変更更更点点点にににつつついいいててて   

令和７年度の個人所得課税の税制改正は、「物価上昇局面における税負担の調整」と、「就業調整（働き控

え）への対応」などに力点が置かれました。各種控除の対象判定にも影響が及びますので、年末調整事務に

ついては注意する必要があります。 

● 「103 万円の壁」が実質 123 万円まで拡大 

「103 万円の壁」とは、給与収入が 103 万円を超えると自分の収入に対して所得税が課税され始める金額

を指します。また家族の扶養に入っている人は、年収 103 万円を超えると家族が扶養控除を受けられなくな

り、配偶者の場合は配偶者特別控除を満額受けられなくなる金額でもあります。そのため税負担を避ける目

的で年収 103 万円を超えないように労働時間を調整せざるを得ないことは、人手不足もある中で問題化して

いました。 

103 万円は、基礎控除 48 万円と給与所得控除の最低保障額 55 万円の合計です。今回の改正では、基礎控

除が 58 万円に、給与所得控除の最低保障額は 65 万円にそれぞれ引き上げられました。その結果、給与所得

者の非課税限度額である「壁」が実質 123 万円に拡大されました。 

● 所得税の基礎控除が 48 万円から最高 58 万円まで引き上げ 

合計所得金額が 2,350 万円以下である人の控除額を 48 万円から 58 万円に引き上げることとされました。

基礎控除が定額であると、物価が上昇すると実質的な税負担が高まってしまいます。物価上昇に賃金上昇が

追い付いていない状況もあり、低中所得者層の税負担に対して配慮する観点から、今回の引き上げが行われ

ました。 

● 特定親族特別控除の新設 

今回の改正では、「特定親族特別控除」が新設されました。19 歳以上 23 歳未満の子について、給与収入が

123 万円を超えた場合（扶養親族でなくなった場合）でも、150 万円以下であれば、親は 63 万円の控除を受

けられる制度です。給与収入が 150 万円を超えた場合でも、控除額は段階的に減少するので、親の所得税負

担が急激に増大しないよう配慮されています。 

厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整については税制が一因となっている

との指摘もあり、今回の新設となりました。 

 

出典：国税庁「令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について（源泉所得税関係）」 

● 最後に 

昨年の定額減税への対応に続き、今年も複雑な制度変更により書類の様式が変更されています。早めに変

更内容を理解し、着実に準備を進めていきましょう。ご不明な点がございましたら、弊社担当者へお気軽に

お問い合わせください。 
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  事事業業承承継継・・MM&&AA レレポポーートト（（ソソリリュューーシショョンン事事業業部部事事業業承承継継・・税税務務支支援援  担担当当：：足足立立））       

★★★   「「「後後後継継継者者者難難難」」」倒倒倒産産産、、、過過過去去去２２２番番番目目目ののの高高高水水水準準準   

 先日、東京商工リサーチより、２０２５年１～９月における「後継者難」倒産が過去２番目という記事が発

表されました。今回はそちらの記事から読み取れる今日の事業承継の傾向と対策について解説します。 
● 主因は「死亡」「体調不良」、小規模企業ほど深刻な影響 

東京商工リサーチの調査によると、２０２５年１～９月に発生した「後継者難」倒産（負債１，０００万

円以上）は３３２件に達し、前年同期の３４８件に次ぐ過去２番目の多さとなりました。前年よりわずかに

減少したとはいえ、高止まりの状態が続いており、代表者の高齢化と後継者不在という構造的な課題が改め

て浮き彫りになっています。倒産企業のうち、資本金１，０００万円未満の企業が６割を超え、形態別では

「破産」が９割を占めています。これは、小規模企業ほど経営者の不在が即「事業終了」に直結しやすい構

造にあるといえます。長年築いた取引先や従業員の雇用も、承継準備がないままでは守れません。このこと

は、事業承継を“特別な話”ではなく“経営の一部”として捉える必要性を物語っています。 

 
（出典：東京商工リサーチ） 

● 事業承継の備えとして取り組みたいこと 

こうした現状を踏まえ、特に意識しておきたいポイントを４つ挙げさせていただきます。 

①早期スタートの重要性…後継者が明確でなくとも、事業承継の準備は早いほど有利です。経営者の健康や

引退時期を前提に、時間的余裕を持った設計を心がけましょう。 

②複数の承継ルートを想定…親族内承継に限らず、従業員承継やＭ＆Ａなど複数の選択肢を検討しておくこ

とで、想定外の事態にも柔軟に対応できます。 

③財務・キャッシュフローの把握…承継の可否を左右するのは資金繰りです。借入状況や将来の投資負担を

見える化し、承継後の経営計画を数字で確認しておくことが重要です。 

④「ノウハウの承継」を仕組み化…技術・顧客対応・取引慣行など、形式に残りにくい経営ノウハウをどの

ように引き継ぐか、ＯＪＴやマニュアル化、定期的な引継ぎ会議など、仕組みで残す工夫が求められます。 

● 備えが企業を守る 

今回の調査は、後継者問題が「先延ばしにできない経営課題」であることを改めて示しました。経営者の

健康リスクや想定外の事態に備えることは、企業の将来を守る“保険”でもあります。私たち支援者も、単

なる制度説明にとどまらず、経営者が「今から何をすべきか」を共に考え、実行に移す伴走役でありたいと

思います。事業承継やＭ＆Ａに関するご相談は、ソリューション事業部にお任せください。 
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今今月月のの一一言言・・・・・・““良良薬薬はは口口にに苦苦しし””      

 
「 人生はフェアなんかじゃない。 

そのことに慣れるしかない 」 
世の中は「ひいき」で出来ている。今日のランチはひいきの店、今夜の晩酌もひいき 
の酒．．．自分も含めてフェアなんてこの世にない、当ったり前でしょ（笑）。 
 
★本や講演やお客様のお話の中から、「これは自分の生き方に取り入れよう」と感じた 
ことをノートに書きとめています。そのノートの中から一言．．．(ｖｏｌ．２１０) 
 

★ 先日、郁文館夢学園の文化祭にて高校生が行う起業体験プログラムに参加しました。SDGs を考慮した企業

理念を掲げ出資を募り、最終日に決算の審査を行う会計監査人としてお手伝いしました。出店内容も工夫さ

れ、原価にお金をかけない「忘れられたごみ屋敷からの脱出」や、学園近くにある老舗そば店の協力を得て

味を再現した夢蕎麦株式会社など、多彩な挑戦に触れ大きな刺激を受けました。     （NAMIZAKI） 

★ 先日、若いメンバー二人とお客様の BBQ 大会に参加させていただきました。ご家族や協力会社様を含め 40
名を超える盛況な BBQ 大会でした。楽しい時間をご一緒させていただくと共に、若いメンバーがお客様や

ご家族の皆様、協力会社の皆様との関係性の入口を作らせていただくことが出来た貴重な時間でした。参加

させていただきましたことに改めて感謝いたします。                   （NISHIO） 

★ ９月最終の週末、妻の両親を連れて娘の学校の文化祭に参加してきました。中学生なのでお金をかけてのイ

ベントではなく、アイディアを出し合い、各クラス世代を超えた人達が楽しめる様々なアトラクションを用

意していました！イベントを通じて、各学校が生徒に何を学ばせるのか？目的を持って指導する先生達も改

めて大変だと…。経営の本質も、釣り方を教える教育そのものかも知れませんね。    （TOCHIKURA） 

★ 「大屋根リングを観たい」という母の希望で、大阪・関西万博に行ってきました。３か月前にチケット予約

したので、事前抽選でパビリオンが予約できたことに油断してしまい、それからの情報収集を怠っていて行

ってびっくり！「並ばない万博」はどこへやら、１時間待ちは当たり前でヘトヘトに疲れる結果となりまし

た。これだけ技術が進化しているので、次こそ並ばないイベントを期待したいと思います。 （YAMAMOTO） 

★ 口腔癌の手術をしてから二年が経ちました。家内が亡くなる半年前の発病・手術だったので、リンパ浮腫で 

片腕が動かず骨癌の治療の影響で片足も引きずっていた家内が毎日見舞いに寄ってくれたことを思い出す

と胸が痛くなります。舌癌の二年間再発率 70％．．．この二年間毎月の触診と血液検査を受け、半年ごとにＰ 

ＥＴ、ＣＴ、ＭＲＩでの全身検査と最新のマイクロＣＴＣ検査(血中癌細胞の検出)を受けてきましたがなん 

とか 30％の枠を切り抜け再発のないまま二年が過ぎました。もち 

ろん再発の可能性が無くなった訳ではないので、いつ再発しても 

後悔しないようシッカリと生き抜こうと思います。マルティン・ 

ルターの「たとえ明日世界が終わるとしても私は今日リンゴの木 

を植える」という言葉の意味がよく解るようになりました。「た 

とえ未来が不確実であったとしても、希望と未来への責任を忘れ 

ずに今日一日を精一杯生きる」．．．そんな気持ちを大切にして最 

後の一日まで精一杯生き抜こうと思います。私を支えてくれるす 

べての皆様に感謝。                （IZUMI）  
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  TEAM yoko-so   

税理士法人横浜総合事務所  

株式会社横浜総合マネジメント／株式会社横浜総合フィナンシャル／株式会社横浜総合エクスペリエンス 

＜ 横浜総合ＡＳＰ推進センター ／横浜総合Ｍ＆Ａセンター ＞               

                      セミナーのご案内  

 

★ “今さら聞けない決算書の読み方セミナー” 

～100 社超の経営を支える公認会計士が解説！～ 

講師 ： 税理士法人横浜総合事務所 公認会計士 藍場康之 

日時 ： １２月４日(木)／１６時００分～１８時００分 

場所 ： 横浜総合事務所 セミナールーム 

参加費 ： １，０００円（税込） ※当日お持ちください 

  

★ “未来をつかむ！” 会計データ活用セミナー 

              ～会計を通して自社の未来を考え経営するキッカケ作りに！～ 

講師 ： 税理士法人横浜総合事務所 パートナー事業部リーダー 大川 駿平 

日時 ： １１月２５日(火) ／１３時～１５時 

場所 ： Zoom を活用したオンラインセミナー 

参加費 ： 弊社顧問先無料 ※弊社関与先外 １０，０００円(税込) 

                                     

★ “合宿版！” 理念経営セミナー 

～社長の人生理念が、未来を切り拓く経営理念となる～ 
講師 ： 税理士法人横浜総合事務所 創業者 泉 敬介 

日時 ： ２０２５年１１月１２日(水)１３時～１１月１３日(木)１７時 

場所 ： 税理士法人横浜総合事務所セミナールーム 

参加費 ： １６５，０００円（税込） ※宿泊費、１日目夜懇親会費含む 

参加資格 ： 企業の TOP(経営者、後継者、後継予定者) 定員６名 

  ネットワーク   

日本大通り法律事務所、小越豊司法書士･行政書士事務所、小俣不動産鑑定士事務所 

㈱人財経営センター、㈱日本Ｍ＆Ａセンター、社会保険労務士法人エール 

㈱事業パートナー、㈱ＦＰＧ、㈱経営改善支援センター、一般社団法人フードアカウンティング協会 

㈱パワーズアンリミテッド、税理士法人東京クロスボーダーズ 

ベンチャー支援機構ＭＩＮＥＲＶＡ（支援会員） みらいコンサルティンググループ 他 

〒231-0023 横浜市中区山下町 209 帝蚕関内ビル 10Ｆ 

TEAM 横浜総合事務所 ／TEL045(641)2505、FAX045(641)2506 

ホームページ  http://www.yoko-so.co.jp/ 
 Note（毎月更新）、facebook（毎日更新）にもつながります

http://www.yoko-so.co.jp/


参加費 1,000 円（当日お持ちください）

主 催 TEAMyoko-so 
横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル10F 
横浜総合事務所セミナールーム

日 時 2025年12月４日(木)
●時間 16︓00 〜 18︓00 リアルのみです

会 場

お申し込みはコチラからお申し込みはコチラから

主催︓税理士法人横浜総合事務所 担当︓藍場
TEL︓045-641-2505 

 決算書の読み方がそもそも分からない。
 決算書や試算表をイマイチ生かし切れていないと感じている。
 儲かってるけどお金が全然増えないのはなぜ︖と思っている。
 数字を理解した次のステップは何だろう︖と感じている。

こんな方におススメです︕

講師
税理士法人 横浜総合事務所
パートナー事業部 エキスパート
公認会計士 藍場 康之



FAX・もしくは左記QRコードよりお申し込みをお願い致します。
※年会員様につきましては、別途参加確認メールをお送りします。そちらへご回答をお願い致
します。

下記申し込み欄にご記入いただき、そのままｆａｘにて送付ください。

ＦＡＸ番号︓045-641-2506

ﾌﾘｶﾞﾅ

貴社名

部署/役職
ﾌﾘｶﾞﾅ

ご参加者名

FAXTEL

メールアドレス

（下記■個人情報の取扱いについて ）に □同意する （□に✓点）個人情報の取扱い

お申し込みはコチラから

(個人情報の取扱いについて)
当社は収集いたしました個人情報を①セミナー運営のため②お問い合わせのあった事案に対する回答のため
③お問い合わせの内容に資料等の送付が必要な場合の郵送のために使用いたします。収集した個人情報について、
本人の同意なく第三者に開示又は提供することはいたしません。あらかじめご確認ください。

お問合せ先 税理士法人 横浜総合事務所
担当︓藍場
TEL:045-641-2505／FAX:045-641-2506







www.yoko-so.co.jp

11.14 （金）



www.yoko-so.co.jp





TEL045-641-2505
税理士法人 横浜総合事務所 担当 今井、大川、鈴木（博）

bixid（ビサイド紹介） お問合せ・質問
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